
京 都 大 学 本 部 事 務 決 裁 等 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

 
別表第１（第２条関係） （略） 

別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 
（略） 

分掌規程第７条の２第７号、第２

６条第４号及び第２９条（第５号

を除く。）に定める事項並びにラ

イフサイエンス研究規範の管理及

び安全保障輸出管理に関する事項 

研究倫理・研究公

正・研究規範担当の

理事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
分掌規程第８条（第５号から第９

号までに限る。）及び第２６条（第

３号及び第４号を除く。）に定め

る事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究・評価担当の理

事 

分掌規程第４条及び第７条の３第

６号に定める事項 
 

広報・地域貢献・社

会発信担当の理事 

（略） 
分掌規程第７条の２（第５号から

第７号までを除く。）、第７条の

３（第６号及び第９号を除く。）、

第１３条から第１５条まで、第１

６条（第２号を除く。）、第１８

条から第２０条まで、第２５条及

び第２７条に定める事項 

財務・入試・産官学

連携・人事・施設担

当の理事 

分掌規程第２条（第９号を除く。）、

第２条の２、第３条（第１号を除

く。）、第８条（第２号から第４

号まで及び第１０号に限る。）、

第１７条、第２１条、第２２条、

第２３条第２号、第２８条及び第

２９条の２第３号に定める事項 

戦略調整・企画・学

生・環境安全保健・

総務担当の理事又は

将来計画・学生国際

交流・厚生補導担当

の副学長 

分掌規程第３条第１号及び第７条

の２（第５号及び第６号に限る。）

に定める事項並びにリスクの分析

及び管理並びに危機管理関係規

則、行動計画等の策定に関する事

項 

法務・コンプライア

ンス・危機管理担当

の副学長 

分掌規程第１０条（第１号、第２国際戦略担当の副学

 
 
別表第１（第２条関係）    （同 左） 

別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 
（同 左） 
（同 左） 

 
 
 
 
分掌規程第２条（第９号を除く。）、

第２条の２、第３条（第１号を除

く。）、第７条の２（第５号から

第７号までを除く。）、第７条の

３（第６号及び第９号を除く。）

及び第２９条の２第３号に定める

事項並びにリスクの分析及び管理

並びに危機管理関係規則、行動計

画等の策定に関する事項 

総務・労務・人事・

危機管理担当の理事 

（同 左） 
 
 
 
分掌規程第４条（第１号を除く。）

及び第７条の３第６号に定める事

項 

広報・地域貢献・社

会発信担当の理事 

（同 左） 
分掌規程第１３条から第１５条ま

で、第１６条（第２号を除く。）、

第１８条から第２０条まで、第２

５条及び第２７条に定める事項 
 
 
 

財務・入試・産官学

連携・施設担当の理

事 

分掌規程第８条（第２号から第４

号まで及び第１０号に限る。）、

第１７条、第２１条、第２２条、

第２３条第２号及び第２８条に定

める事項 
 
 

戦略調整・企画・学

生・環境安全保健担

当の理事又は将来計

画・学生国際交流・

厚生補導担当の副学

長 

分掌規程第３条第１号及び第７条

の２（第５号及び第６号に限る。）

に定める事項 
 
 
 

法務・コンプライア

ンス担当の副学長 

分掌規程第１０条（第３号、第５国際戦略担当の副学



改   正   前 改   正   後 
号、第４号、第９号及び第１０号

に限る。）に定める事項 
長 

分掌規程第１６条第２号に定める

事項 
男女共同参画・国

際・渉外（基金・同

窓会）担当の理事又

は財務・入試・産官

学連携・人事・施設

担当の理事 
分掌規程第１０条（第３号、第５

号及び第８号に限る。）に定める

事項 

男女共同参画・国

際・渉外（基金・同

窓会）担当の理事又

は国際戦略担当の副

学長 
分掌規程第２６条第３号及び第２

９条の２（第３号を除く。）に定

める事項 

研究倫理・研究公

正・研究規範担当の

理事又は財務・入

試・産官学連携・人

事・施設担当の理事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

分掌規程第２条第９号に定める事

項 
戦略調整・企画・学

生・環境安全保健・

総務担当の理事又は

法務・コンプライア

ンス・危機管理担当

の副学長 
分掌規程第８条第１号に定める事

項 
教育・情報・図書館

担当の理事又は戦略

調整・企画・学生・

環境安全保健・総務

担当の理事 
分掌規程第１０条（第６号及び第

７号に限る。）に定める事項 
戦略調整・企画・学

生・環境安全保健・

総務担当の理事又は

国際戦略担当の副学

長 
別表第３（第４条関係）（略） 

号及び第７号を除く。）に定める

事項 
長 

 
 
 
 
 
 

 

分掌規程第１０条（第３号、第５

号及び第７号に限る。）に定める

事項 
 
 

男女共同参画・国

際・渉外（基金・同

窓会）担当の理事又

は国際戦略担当の副

学長 
分掌規程第２６条第３号及び第２

９条の２（第３号を除く。）に定

める事項 

研究倫理・研究公

正・研究規範担当の

理事又は財務・入

試・産官学連携・施

設担当の理事 
分掌規程第４条第１号に定める事

項 
 
 
 

総務・労務・人事・

危機管理担当の理事

又は広報・地域貢

献・社会発信担当の

理事 
分掌規程第１６条第２号に定める

事項 
総務・労務・人事・

危機管理担当の理事

又は財務・入試・産

官学連携・施設担当

の理事 
分掌規程第２条第９号に定める事

項 
 
 
 
 

総務・労務・人事・

危機管理担当の理事

又は法務・コンプラ

イアンス担当の副学

長 

分掌規程第８条第１号に定める事

項 
教育・情報・図書館

担当の理事又は戦略

調整・企画・学生・

環境安全保健担当の

理事 
  

 
 
 
 

別表第３（第４条関係）    （同 左） 

   附 則（令和４年８月総長裁定） 
 この規程は、令和４年８月１日から施行し、令和４

年７月１日から適用する。 
 

 


